
1 

 

２５ 町政聴要第２３４ 号の２  

２ ０ ２ ５ 年 ９ 月 １ 日 

    

  

 

 

 

東京高齢者共同行動町田連絡会 

事務局  全日本年金者組合町田支部  御中 

  

町田市長      石   阪   丈一 

 

 

「東京高齢者共同行動の町田市への要請行動」 申 し入れについて  

 

いつも、市政にご協力いただき、ありがとうございます。 

２０２５年７月２５日に受付いたしましたご要望にお答えします。 

 

Ａ． 緊急要請について                                                                      

２ ０ ２ ５ 年 ７ 月 に 、 こ れ ま で の 運 用 等 を 見 直 し 、 市 の ク ー リ ン グ シ ェ ル タ 

ーとして指定している施設については、東京都が推進する  Ｔ  ０  Ｋ  Ｙ  ０  クール 

シェアスポットにも合わせて登録することといたしました。 

そのため 、今後 、国が 「 熱中症警戒ア ラー ト （ 熱中症特別警戒アラー ト ） 」 

の発表を行う運用期間においては、  外出時の危険な暑さを避けるための一時 

的な休憩場所として、各施設の開館時間中、当該施設の指定エリアを  Ｔ ０Ｋ 

Ｙ ０ ク ールシェ ア スポ ッ ト （ 熱中症特別警戒ア ラー ト が発表 された際は  「 ク 

ーリングシェルター」 ） として、利 用 いただくことができます。 

＜参考＞                                                    

「 クー リ  ングシェルター 」は 、熱中症特別警戒アラー トが発表された際に、 

外出時の危険な暑さを避けるための一時的な休憩場所と  して開設する施設で 

す。       

  「  Ｔ  ０  Ｋ  Ｙ  ０  クールシェアスポット」  は、各施設の開館時間において、外 

出時の危険な暑さを避けるための一時的な休憩場所と  して開放する施設です。  

 

Ｂ．町田市への独自要請     

１．医療関係について             ． 

１ ） について 

広報まちだの毎月１日号最終面に夜間や休日に診療を行っている医療機関 
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を掲載してお り ます 。  また 、東京都医療機関案内サービス 「ひまわ り 」 （ ０ ３ 

- ５ ２ ７ ２ - ０ ３ ０ ３ ） で は 、 ２ ４  時 間 、 年 中 無 休 で 都 内 の 医 療 機 関 を ご 案 

内しております。 

救急車の受入れについては、各病院のその時の状況によって異なり 、高度 

な治療を要する場合は市外の三次救急医療機関（救命救急センター）へ搬送 

となる場 合 もございます。 

町田市内には、救急隊が緊急に搬送する必要がある場合に収容及び治療を 

行 う 医療機関 （ 救急告示医療機関 ） は ９ か所 ご ざい ます 。 そ の う ち ２ ４ 時 間 

体制で入院手術が必要な重症患者を受け入れる機関（二次救急医療機関）が 

６か所ございます。新たな病院を設立することや救急告示医療機関の指定申 

請については、病院事業者の判断によるところとなりますので、市で救急告示 

医療機関を増やす働きかけをすることは難しい状況です。  

                                                      

２） について 

町田市民病院では、  関連大学からの医師派遣により診療体制を構築してお 

り ま す 。 脳 神経 内 科にお き ま し て は 、 ２ ０ ２ ５ 年 ４ 月 か ら 非 常勤医 師 を １ 名 

増員し 、 ２ 名体制 と し 、 かか りつけ患者に限定してお り ま し た外来診療につ 

いて地域診療所からの紹介患者の受入も再開いたしました 。また 、心臓血管 

外科は 、常勤医師 １名を採用できた こ とに よ り 、 今 まで木曜日に １名で外来 

診 療 に当 たっておりました体 制 を２ 名 に拡 充 いたしました。 

腎臓内科におきましては 、大学からの派遣常動医師が ３名から ２名に減少 

しましたが、週 ２日の外来診療体制を．引き続き維持しております。 

医師を補充し 、通常の診療体制を確保することは 、地域医療を維持してい 

く う え で重要である と認識 し てお り ますので 、引 き続 き 、関連大学への派遣 

要 請 を行 ってまいります。 

 

３） について                                                       

成人健康診査等の費用は、  医療保険制度全体の受益者負担の公平性の確保 

及び健康意識の向上のため、受診者に一部ご負担いただいております。内発 

的な健康意識の向上は、被保険者ご本人の生涯にわたる健康維持に大きく寄 

与 するため、重 要 なこ とであると考 えております 。                   

成人健康診査の一部負担の額については、東京都後期高齢者医療広域連合 

の 「健診事業実施要綱」においても、 「市区町村は、健診に伴う自己負担金と 

し て受診者か ら一人一律 ５ ０ ０ 円 を徴収す る も の とす る 。 」 と し てお り ます 。  

なお、住民税非課税世帯の方の一部負担については免除 としております。 

また 、成人健康診査は主に メ タ ボ リ ッ ク シ ン ド ロ ームに着目した健診項目 

を実施しているため、聴力検査と緑内障検査、骨粗鬆症の検査  （ エムディー 
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法 ） を追 加 する予 定 はございません。  

歯科口腔健康診査については、  医療保険制度全体の受益者負担の公平性の 

確保及び健康意識の向上のため、一部自己負担いただいております。  １ ８歳 

から ７ ０歳を対象に実施している  「 歯科口腔健康診査 」 の負担金は ５ ０ ０ 円 

です 。また 、 ７ １歳以上の方を対象に実施している 「高齢者歯科口腔機能健 

診」は、「歯科口腔健康診査」に、＜咀嚼機能＞＜嚥下機能＞の検査項目を加え、 

口腔機能全般の健診 を行 うもので、負担金は６ ０ ０ 円 です。   

なお、  生活保護受給世帯・市民税非課税世帯の方、中国残留邦人等の支援 

給付受給証明書持参の方、歯科口腔健康診査においては、高齢受給者証・後 

期高齢者医療被保険者証  ・  妊婦無料クーポン券を持参の方は無料で実施して 

おります。                                        

                                              

４） について 

高校生までの通院時の医療費自己負担 ２ ０ ０円につき ま しては 、な くす予 

定 はございません。                                                   

 

２．国民健康保険について 

１ ） について 

国民健康保険にかかる事業費の大部分は、  被保険者が医療等にかかるため 

の費用です。  事業費の約７ ８％は、国・東京都の公費や、会社勤めなどの被 

用者保険が負担し、残る２  ２  ％を保険税で負担する仕組みとなっております。 

町田市国保財政の不足分、  いわゆる赤宇は、保険税収入の不足分であり、 

これを保険税で負担するこ と な く 、一般会計から補填する こ とは 、町田市財 

政への負担となり続けるほか、国保の被保険者以外の市民に二重の負担を強 

い る こ と に な り ま す 。 

赤字は本来、被保険者が保険税として負担すべきものであるため、保険税 

率の改定を避けることはできませんが、  赤字の解消においては被保険者への 

影響を考慮し、計画的・  段階的に進めてまいります。 

 

２） について 

国民健康保険は、  国保税の均等割額に係ることを含め、  国民健康保険法に 

基づいた制度運用がなされます。  そのため、市独自で子どもの均等割をなく 

す考 えはございません。 

 

３） について 

国は 、 マ イ ナ ンバー カー ド に よ り オ ン ラ イ ン 資格確認 を受け る こ と が で き 

ない状況にある方について、資格確認書により被保険者資格を確認するもの 
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であること 、また、国民健康保険は、後期高齢者とは異なり 、被保険者に様々 

な年代 ・属性の方が含まれていることから 、全員一律に資格確認書を交付す 

る状 況 ではないという見 解 を示 しております。 

市としても 、 この国の方針に基づきマイナ保険証を保有していない方に資 

格 確 認書 を交 付 してまいります。 

 

４） について 

国民健康保険は、加入者の相互扶助による社会保険制度であり 、全ての被 

保険者の方の負担能力に応じて公平に保険税を納めていただくことを前提に 

制 度 が成 り立 っております。 

保険税を納めていない被保険者の未納分は、結果的に他の被保険者の負担 

と な る こ と か ら 、 災害や病気 、 廃業 な ど 、保険税を納付す る こ と が で き ない 

特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険税を滞納している方に 

対 し て 、 １ ０ 割負担 と な る資格確認書 を発行 し てお り ま す 。疾病等に よ り 緊 

急に資格確認書の交付が必要と認められる場合は、状況に応じて、有効期限 

を短くした 1 ０割負担でない資格確認書を交付して対応する運用を行ってお 

り ま す 。 

今後も、納税が困難な方あるいは遅れている方については、丁寧な納税相 

談 を 行 っ て ま い り ま す 。 ま た 、 法 制 度 の 説 明 を 適 切 に 行 っ て ま い り ま す 。 

 

３．介護保険制度ついて 

1）について 

 特別養護老人 ホームの整備 を積極的に推進 してきたことにより、待 機 者 数  

は減少 し てお り ま す 。 こ れ に伴い 、 待機期間 も 大幅に短縮 し 、 ２ ０ ２ ４ 年 度 

は新規市民入所者の９３  ．５  ％  が申し込みから１年未満で入所しております 

（  申し込みから 6 か月未満で入所した方は７５  ．４  ％です）。  このため、「町 

田市いきいき長寿プラン ２ ４－ ２ ６  」  では、特別養護老人ホームを新設する 

予 定 は ご ざ い ま せ ん 。 

 

２ ） について     

今後も必要な方へ適切な介護認定を継続してまいります。  また、介護予防・ 

日常生活支援総合事業の対象者は、訪問・通所の従前サービスを含めた多様 

なサービスの中から 、自立支援に向けて適切なサービスを選択し 、利用して 

い た だ け ま す 。                                                                  

 

３） について                                                

 市では、各サービス種別ごとに設置されている連絡会に出席し 、意見交換 
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や情報共有を行っております。  また、事業所の抱える疑問や課題を把握し、 

連携を図りながら解決に努めております。  報酬につきましては、基本報酬の 

他に算定できる加算の取得を促し、事業所の安定した事業運営を支援してま 

い り ま す 。 

 

４．高齢者福祉等について 

１） について                                                           

介護タクシー等の利用費用にいては、町田市が単独で補助する予定はご 

ざいません。  なお、通院等のために介護タクシーを利用する際の乗降介助は、 

介護保険法によ り介護保険サービスの一つとして位置付けられており 、費用 

については介 護 保 険 給 付費 でまかなわれるものとなっております。  

 

2）について 

高齢者への補聴器購入費の補助は 、 ２ ０ ２ ５ 年 ４ 月か ら開始した新たな事 

業 であり、現 時点 で補助 制度 を見直 すことは考 えておりません。            

 

５. 住宅について 

１ ） について 

単身者用を含む市営住宅の増設につきましては予定しておりません。 

 

２） について 

単身者用住戸は毎回応募者が多く 、抽選倍率が高くなるこ とか ら 、市内に 

長く住んでいる市民に配慮するため、世帯向と異なった入居資格にしてお り 

ます。そのため、入 居 資 格 の変 更 は予 定 しておりません。 

 

３） について 

生活保護申請者で居所の無い方には、速やかに入居できる施設として社会 

福祉法第６８条の２の規定に基づき都道府県知事への届出がされた無料低額 

宿泊所をご案内しております。  その後、居宅生活ができると認められた入所 

者 については、アパートなどへの転 居 を進 めております 。 

 

６． 公共施設の再編計画等について 

１ ） について 

図書館、学習室や会議室などを有する公共施設の再編を進めるにあたりま 

しては、地元の町内会 ・自治会や市民の皆様にご意見を伺いながら 、丁寧な 

説 明 を行 い、取 り組 みを進 めてまいります。 
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２） について 

市民センター等を団体が利用する際は、主に利用する施設をひとつだけ選 

んで登録し 、利用申し込みをしていていただいておりますが 、貸出の休止期 

間中につきましては、登録した施設にしか申し込みができない制限を解除し、 

他の集会学習施設等を代替施設 と し て申し込みでき る よ う に してお り ます 。 

これに加え、地元の町内会・  自治会にご協力いただき、町田市から利用で 

きる町内会館を案内した事例もございます。  今後も、これまでの事例を踏ま 

えながら周 知 してまいります。             

また 、市民センター等については、今後、一層の行政手続きのデジタル化 

を進めてい く一方で 、相談窓口の充実やコ ミ ュニテ ィの拠点と して充実を進 

めてまい ります 。市民センター等の管理運営手法についても 、引き続き検討 

し て まい り ます 。                                         

 

３） について 

「町田市新たな学校づくり推進計画」では、市立学校における  「教育環境・  

生活環境づ く り 」や 、 「 放課後活動の拠点づ く り 」 に加え 、 「 市民生活の拠点 

づくり 」  も目 指 しております。 

こ の 「 市 民生活の拠点づ く り 」 と し て 、 こ れ か ら の学校は 、 学校教育の場 

や身近な避難施設としてはもちろん、地域にお住いの方々が日常的に利用で 

きる  「 地 域活用型学校 」 と位置づけ、実現を目指しております。 

  学校続合による工事期間中及び工事完了後の避難施設については、  市が代 

替施設の候補案を作成のうえ、  地域の避難施設関係者連絡会において、町内 

会 ・自治会等で構成される自主防災組織の皆様と丁寧に連携を取りながら 、 

合意を得て決定しております。避難施設の備蓄物資は、新たな避難施設の決 

定 後 、避 難 者 推 計 に基 づき代 替 避 難 施 設 に配 備 いたします。 

代替避難施設などの防災情報は、全戸配布した町田市防災ガイド 、市ホー 

ム ペ ー ジ 、 広 報 ま ち だ 、 新 た な 学 校 づ く り 通 信 な ど で 周 知 し て お り ま す 。 

 

４．） について 

新たな学校の法令上の管理責任は、Ｐ  Ｆ  Ｉ 手法を導入した場合でも、学校 

教育法などの規定により 、教育委員会及び校長にあります。教育活動につい 

ては、これまでどおり当 然 、教 員 が行 います。 

また、学校の維持管理については、  従来の学校においても、市が民間事業 

者に委託して修繕等を行っており、その点は  Ｐ  Ｆ  Ｉ  手法でも同様です。 

避難施設についても、   Ｐ  Ｆ  Ｉ  手法を導入した場合でも、今まで通り市が備 

蓄物資の配備を行うほか、震災時は市職員 ・地域住民・施設管理者の３者が 

協 力 して避 難 施 設 の運 営 を行 うことに変 更 ありません。 
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５） について 

町田市の学童保育クラブは、国の「放課後児童健全育成事業の設備及び運 

営に関する基準」  や、市の条例で定める  「支援の単位は児童４５人を上限と 

する 」 、 「 利用者一人につきおおむね １ . ６ ５ 平方 メー トル以上 」 、 「 支援の単 

位ご とに ２人以上の放課後児童支援員 （その う ち １人は補助員に変え る こ と 

ができる ） 」 を遵 守 しております 。                                         

 

 ６） について                                                              

（ 仮称 ）  国際工芸美術館の建設地については、 ２ ０ １ ４ 年の 「 （仮称 ）国際 

工芸美術館整備基本計画」  において、  国際版画美術館との相乗効果を高める 

ため、多 くの方にご来館いただき地域を活性化するとい う視点に立ち、町田 

駅周辺の中心市街地からのアクセスや回遊性の点で、優位にある国際版画美 

術 館 北 側 とすることを定 めました。                                         

また、液状化については、日常的な維持管理に基づく観察の上では、液状 

化現象や面的な植生の変化等の客観的な事実は確認されておりません。  

芹ヶ谷公園の自然環境の状況については、今後も、日常的な維持管理を通 

じて、継 続 的 に把 握 してまいります 。 

芹ヶ谷公園は、都市公園法に基づく都市公園であり 、緑を活用して人が活 

動する場所と して位置づけてお り ます 。市街地の中の都市公園と して 、多 く 

の方に公園を活用していただける施設整備の視点から、一部区域の樹木の剪 

定 や伐 採 をすることは、必 要 であると考 えております。 

今後も芹ヶ谷公園の自然環境に配慮しながら  （仮称 ）国際工芸美術館の整 

備に伴う樹木の伐採を最小限度に留めると と もに 、可能な限り補植を行いま 

す。 

引き続き、芹ヶ谷公園の魅力である自然環境の担保と施設整備のバランス 

を考 慮 しながら、芹 ヶ谷 公 園 “芸 術 の杜 ”の整 備 を進 めてまいります。  

 

７） について 

野津田公園については、２  ０ １ ４年に策定した  「町田市第二次野津田公園 

整 備 基 本 計 画 」 に基 づき、段 階 的 に整 備 を進 めております。 

スケートパーク予定地は、野 津田公園 を当初整備する際 に造成 した雨水 調  

整池です 。公園内の駐車場から近 く 、利便性の高い場所にある こ と と 、 ス ケ 

ー トパー クに必要 とな る一定面積の平らな空間が確保でき る こ と か ら 、 ス ケ 

ー トパークの適 地 として選 定 いたしました 。 

南側入口転回広場は、野津田公園で唯一、南側からアクセスできるエン ト 

ランス空 間 として、大 型 車 の進 入 に対 応 できるように整 備 するものです。 

また 、災害時の緊急輸送道路となる芝溝街道からの物資供給ルート 、避難 
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ルートとして位 置 づけております。 

 

8） について 

ポプリ  ホールの練習室２については、  施設の維持管理を行う指定管理者の 

職員の人数に比して事務室が狭あいで労働安全衛生上の問題が生じたこと 、 

建物の構造上 、他に事務室 と し て活用でき る スペースがなかった こ とか ら 、 

利用を休止し 、指定管理者の事務室等と して使用してお り 、現在の と ころ再 

開の予定はございません。 

施設の安全管理のため、  指定管理者の人員削減等は困難であることから、 

練 習 室 ２ については、貸 出 施 設 としては廃 止 することを検 討 しています。 

 

７． 交通関係について 

１） について                                                           

バ ス事業者は 、予てか ら運転士不足の問題を抱えている中で 、 ２ ０ ２ ４ 年 

４月の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」  改正適用によって 

運転士の勤務時間などの見直しが行われ、  運転士の不足がさ  らに深刻化し、 

町田市内に限らず、バス路線の減便や廃止が余儀なく されております 。その 

ため、現 状 においてバスの運 行 本 数 を戻 すことは難 しい状 況 です。  

 

２） について                                                                          

町田市では、  バス停の利用者数や周辺の道路状況などを踏まえ、バス停に 

屋根やベンチを設置するバス事業者に対して補助を行ってお り ます 。 ２ ０ ２ 

４ 年 度 には、町 田市内 バス停 において屋根 を１ か所 、ベンチを２ か所 、バス 

事業者と連携して新規に設置いたしました。 

「市民病院前」  のバス停においては、これまでに屋根とベンチの設置につ 

いてバス事業者と検討しましたが、バス停の前後にある駐車場出入口及び脇 

道からバス停まで安全確保のための距離が確保できず、現状で設置すること 

は困 難 と判 断 しております。 

また 、屋根やベンチの設置が可能な場所へのバス停の移設も検討しました 

が、歩道の広さや駐車場出入口の設置箇所など、周辺の道路状況を踏まえる 

と移 設 先の適地がございませんでした。            

今後もバス待ち環境を向上するため、バス事業者と連携して町田市内のバ 

ス停へ屋根やベンチの設置に努めてまいります。 

 

８． 生活保護について                                   

１ ） について                              

町田市では 、相談者が生活保護をためらわずに申請できるよ う 、 ホームペ 
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ージで の案内に加 え 、 市 内 ５ 地 域に 「 ま ち だ福祉 〇 （ ま る ） ご と サ ポー ト セ 

ンター」 を設 置 し、福 祉 の困 りごとの相 談 を受 け付 けております。 

生活保護の申請については 、制度に関する リー フ レ ッ ト な ど を活用し 、手 

続きをご案内してお り 、制度に則 り適正かつ適切に決定してお り ます 。 申請 

時に必要な書類については、  生活保護の決定や自立支援に必要なものをご提  

出 いただいてお り ます 。 

 

２） について                                                              

生活保護法第４条には、「扶養義務者による扶養が生活保護に優先して行わ 

れる」  と規定されております。  この規定に基づき、  申請者の方には扶養照会 

の必要性を丁寧に説明し、  ご理解していただき、調査を行っております。 

 

９． その他                                

１ ） について         

火葬場の増設について、  現在南多摩斎場において火葬場の増設は行えない 

と 認識 してお り ますが 、その よ う な ご意見をいただいた こ と を一部事務組合 

である南多摩斎場組合に伝えてまいります。 

また 、他市の火葬場を利用した場合について、現在、町田市として助成金 

を支給する予定はございませんが、  火葬場の町田市内・市外にかかわらず、 

町田市の国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方が死亡した場 

合は、葬祭を行った方（喪主）に葬祭費５万円を支給しております。 

 

2）について 

災害時協力井戸は生活用水での利用を想定しているため、水質検査基本１ 

 １項目について、水道法水質基準に基づいた検査を引き続き実施してまいり 

ます。  なお、 Ｐ Ｆ OＡ及びＰ Ｆ ０ Ｓ  を含む検査については、他市の検査状況 

を継続 して注視 している状態です。災害時協力井戸水を飲用 として提供 して 

いない旨は、町田市ホームページにて掲載しております。  

 

Ｃ． 国や東京都などへ要請のお願い 

１． 新型コロナ関係についての要請 

新型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感染症の いわ ゆ る 後遺症 （ 罹 患後症状 ） に 関 し て 、 国 

はホームページでＱ ＆ Ａ などの情 報 を周 知 しております 。            

また 、東京都ではホームページで新型コロナウイルス感染症の後遺症対応 

医療機関を公開しており、症状別や地域別に患者が対応医療機関にアクセス 

できる環 境 が整 っております 。 

それ故 、町 田市 としては新型 コロナウイルス感染症の後遺症に悩む患者に  
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対して 、国や東京都によ り必要な対応が行われている もの と承知してお り ま 

す 。                                                                                       

一方、新型コロナウイルス感染症に係る医療費については 、 ２ ０ ２ ３ 年 ５月 

８日から感染症法上の位置付けが季節性インフルエンザと同じ ５類感染症に 

変 更 されたことに伴 い、他 の疾 病 と同 法 の通 常 の医 療 体 制 における対 応 とな 

っております。そのため、患者が加入する医療保険の自己負担割合に応じて 

医療費の負担が生じるこ と とな り ますが、医療保険における高額療養費制度 

が適用される場合は、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱い 

となっております。                                               

なお、予防接種では極めてまれではあるものの、不可避的に健康被害が起 

こ り う るため 、予防接種健康被害救済制度が設けられています。予防接種法 

に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、  その健康被害が接種 

を受けた こ とに よ る も のであ る と厚生労働大臣が認定した と きは 、予防接種 

を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用  （自己負担分）  に 

ついて給付が行われます。 

以上のこ とか ら 、町田市と しては 、国や東京都に対して貴会からの標記内 

容について要請を行う予定はございません。 

 

２． 後期高齢者医療制度について          

 後期高齢者医療制度の被保険者数と医療費は年々増加傾向にあり、保険料 

の増額はやむを得ないと考えております。しかしながら、急激な増額は被保険 

者の負担 も急増す る こ と か ら 、 保険料は緩やか な増加にな る よ う 束京都後 

期高齢者医療広域連合を通じて国に要請しているところです。 

医療費の自己負担２割の 「配慮措置」の９月末以降の継続につきましては、 

国の制度に従って実施するものです。このため、国へ要望を行う予定はござ 

いません。 

 

３． 国保制度について 

子どもに係る均等割額の軽減割合や対象年齢の拡大については、  全国市長 

会を通じて国に要望しております。   

 

４．  医療関係について 

１ ） について 

東京都は、行政的医療の安定的  ・  継続的な提供、  地域医療充実への貢献と 

いった役割を将来にわたって果たし続けてい く こ と を目的に ２ ０ ２ ２ 年 ７月 、 

都立病院と公社病院を一体として地方独立行政法人化しております。 

なお、都立  ・  公社病院の独立行政法人化を直営に戻すよう東京都に要請す 
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る予定はございません。 

２ ） について 

国は 、医療資源を集約し 、医療サービスの質を向上するこ と を目的に 、公 

立 ・公的病院等を対象に統廃合を検討しております 。また 、医療費の増加を 

抑制し、  医療資源の効率的な再分配を目的に余剰病床の削減が検討されてお 

り ま す 。 

なお、病院の削減計画の中止及び余剰病床の削減を国に要請する予定はご 

ざいません。 

 

３） について             

初診時選定療養費は、  外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する 

観点から、  特定機能病院や一般病床２  ０  ０  床以上の地域医療支援病院を初診 

で受診する際に、診療所等からの紹介によらない場合は、患者様の選択によ 

る受診として、国が徴収を義務付けております。 

なお、初診時選定療養費の値下げを国に要請する予定はございません。 

 

４） について 

国は、本人の申請に基づく交付を原則としていますが、当分の間は、被保 

険者の申請によらず保険者が交付する運用を行 う とい う見解を示してお りま 

す。 

そのため 、市では 、今年度 （ ２ ０ ２ ５ 年度 ）  の従来の保険証および資格確 

認書に係る一斉更新において、マイナ保険証を保有していない方に申請して 

いただくことなく資格確認書を郵送しております。 

今後、国から資格確認書の交付に係る運用について、新たな見解が示され 

た場合は、  その方針に従い資格確認書の交付を行ってまいります。 

 

５） について 

医薬品の保険適用に関する検討は 、国が行 う こ と と認識 してお り 、市はそ 

の決 定 に従 っております 。 

このため、国へ要望を行う予定はございません。 

 

６） について 

「 子 ど も ・ 子育て支援金制度 」  については 、国民の理解が得られる よ う 、 

国が主体とな り 、わか りやす く丁寧な周知 ・  広報等を行 う よ う全国市長会を 

通じて国に要望しております。 
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５． 介護保険制度について 

１ ） について                                                                        

特別養護老人ホームの入所要件については、 ２ ０ １ ５年度の介護保険法の 

改正に よ り 、 原則要介護 ３以上の方に限定 されてお り ますが 、 要介護 １ ・ ２  

の方でも特例入所の要件に該当する場合、入所対象者となります。 

 

２） について     

介護保険制度改正のなかで、介護報酬への加算の充実などにより介護従事 

者の処遇改善を進めております。 

介護報酬の適切な金額設定については、  必要に応じて全国市長会等から国 

へ要望しております。 

 

３） について                                        

介護保険料未納による給付制限のうち、給付額減額は、介護保険法で定め 

られ、保険料が時効消滅した期間によって給付額減額の期間が決定するもの 

です。  時効消滅した保険料は納付することができませんが、時効消滅してい 

ない納付可能な保険料を納付することによ り給付額減額期間は短縮されます 

ので、対象となる被保険者の方へはあらかじめその旨をご案内しております。 

保険料負担の公平性を確保するため、給付額減額をなくすよ う国へ要請す 

る こ と は考えてお り ませんが 、滞納 し てい る方に対 し ては 、今後 も引 き続 き 

丁寧な納付相談を行ってまいります。                                                          

 

４） について                              

 「 障害者総合支援法 」等の定めによ り 、障がい福祉サービス と同等の介護 

保険サービスがある場合は、介護保険サービスを優先して利用いただ く こ と 

が原則となっております。              

ただし 、同行援護、行動援護、自立訓練など障がい福祉固有のサービスに 

ついては、介護保険サービスに相当するものがないため、 ６  ５歳に到達して 

か ら も 障 がい福祉サー ビ ス を 受 け る こ と が で き る よ う に 対応 し てお り ま す 。 

また 、その他のサービスについても 、障がい者が必要とする支援の具体的 

な内容を聴 き取 り 、 利用者がよ り適切なサービ ス を利用でき る よ う に対応し 

てお り ますので 、現時点では 、同法第 ７条の廃止を 、国に要請するこ とは考 

え て お り ま せ ん 。 

 

５）について 

ケアプランの有料化や要介護認定者の総合事業への移行については、  現在 

の と ころ明確な方針が示されていないため 、国へ要請するこ とは考えてお り 
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ません。 

 

６． 住宅と公共施設について 

１） について                                                                                

都営住宅の建替えや改修時には、  需要の高い単身者住戸を増やすよ  う  、  東 

京都市長会を通じて東京都へ要望しております。 

また、単身者住戸の入居資格の変更については市営住宅と  同様の事情であ 

ることから、東 京 都への要請 は考 えておりません。 

 

２） について                         ． 

公社住宅の保証人を不要にすることについては、   Ｊ  Ｋ  Ｋ  の経営に関する内 

容 のため、  市 として要 請 は考 えておりません。 

 

７． シルバーパスについて東京都に要請して下さい。 

１ ） について                                                                     

東京都は ２ ０ １ ８ 年に東京都シルバーパスについて実施したアンケー ト に 

おいて、  都内乗車・都外下車のニーズについても調査しているため、東京都 

の動向を注視してまいります。 

 

２） について       

中間所得層に向けた利用料軽減枠の新設については、  既に東京都市長会か 

ら 東京都に対し て要望 し てお り ます 。 ま た 、 令和 ７ 年 １ ０ 月以降 、制度見直 

し ま で の 軽 減 措 置 と し て 、 利 用 者 負 担 金 ２ ０ ,  ５ １ ０ 円 が １ ２ , 0 0 0 円 に 

引き下げられます。                                                       

 

８ ． 「若い人も高齢者も安心できる年金制度」にするために以下のことを国に要請して下さい。 

1） について 

 年金制度の在り方については 、国において検討されている と認識してお り 

ます 。  

 

２） について 

 年金制度の在り方については 、国において検討されている と認識してお り 

ます 。  

３） について 

 年金制度の在り方については 、国において検討されている と認識してお り 
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ます 。  

 

４） について 

 年金制度の在り方については 、国において検討されている と認識してお り 

ます 。  

 

９  ．郵便等による不在者投票の対象者は、  介護保険制度では要介護状態区分 

が 「 要 介 護 ５ 」 で す 。  要 介 護 ３ 以 上 に す る よ う 国 に 要 請 し て 下 さ い 。 

全国市区選挙管理委員会連合会を通  して要望済みです。  

 

１ ０ ．  本年 ６月 ２ ７日 、最高裁判所第三小法廷 （宇賀克也裁判長 ）  は 、 ２ ０ 

１ ３  年からの史上最大の生活扶助基準引き下げ処分の違法性を認め、処分の 

取消しを命じる判決を言い渡しました 。 この判決を踏まえ 、以下の ５  項を国 

に要請してください。 

 

１ ） について 

最高裁判決につきましては、国の動向を注視してまいります。 

 

２） について                                                                   

最高裁判決につきましては、国の動向を注視してまいります。 

 

３） について 

最高裁判決につきましては、国の動向を注視してまいります。 

 

４） について 

最高裁判決につきましては、国の動向を注視してまいります。 

 

５） について                                                                                         

最高裁判決につきましては、国の動向を注視してまいります。 

 


